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第１０期中野区健康福祉審議会 介護・高齢部会（第３回）

開催日 令和５年７月３日（月）午後７：００～午後８：４５

開催場所 中野区役所 特別集会室（１階）

出席者

１．介護・高齢部会委員

出席者 石山 麗子、菊池 和美、西村 正美、宮原 和道、丸本 昌平、

戸邉 眞、海老澤 勇造、高橋 和雄、築田 晴

２．事務局

地域支えあい推進部 介護・高齢者支援課長 古本 正士

地域支えあい推進部 地域包括ケア推進課 河村 陽子

【議 事】

○石山部会長

それでは、定刻より少し早いですが、ご予定になっている方、既におそろいというこ

とですので始めさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

皆さんこんばんは。本当に暑い中、お集まりいただきましてありがとうございます。

それでは、ただいまより第１０期中野区健康福祉審議会第３回介護・高齢部会を開催

いたします。お手元の次第に沿って進めてまいりたいと思います。本日の資料確認、そ

れから欠席、遅刻の方含めて、事務局よりお願いいたします。

○古本介護・高齢者支援課長

皆さんこんばんは。介護・高齢者支援課長の古本でございます。

本日は、お忙しいところご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。

本日の会議ですが、９名の委員の方のうち半数以上の出席が得られておりますので、

会議は成立してございまして、丸本委員が１５分ほど遅れると聞いております。

本日の資料ですけれども、お送りしました資料一覧のとおりでございます。お手元に

ありますでしょうか。

資料１が、「区として議論していただきたい論点」というものでございまして、資料

２、「令和４年度介護サービス・介護予防サービス給付実績の概要について」。資料３は、

資料３－１と３－２と３－３がございます。介護予防に関する資料でございます。最後

に資料４というのがございまして、「認知症施策について」というものでございます。こ

の資料以外にパンフレットなどが６種類ございますので、ご確認をお願いします。

不足等ございましたらばお申し出いただければと思いますが、よろしいでしょうか。

それでは、よろしくお願いいたします。

○石山部会長

ありがとうございます。資料は大丈夫ですかね。

それでは、早速、議事を進めてまいりたいと思います。

議題の１つ目、「介護サービス給付実績について」、事務局より説明をお願いできます

でしょうか。



2

○古本介護・高齢者支援課長

それでは、資料についてご説明をします。

本日の議題でございますけれども、３つございまして、次第をご覧いただきだいと思

います。

（１）「介護サービス給付実績について」でございます。こちらはちょっと変則的な

のですが、資料の２でございます。

２つ目の議題は、（２）「介護予防・生活支援の取組について」でございまして、こち

らは資料３－１から３－３までございます。

（３）の議題といたしまして、「認知症施策について」でございます。

本日のこの議題のうち、ご議論いただきたいものが、（２）と（３）の議題に関する

ものでございまして、区として、このような点を論点として議論していただきたいと考

えているのが、資料の１としてまとめてございます。

まず、私から資料の２をご説明させていただきたいと思います。

こちらは、令和４年度の、昨年度になりますけど、介護サービス・介護予防サービス

の給付実績（対計画値、対前年度比較）をまとめたものでございます。

表は、左から順に、令和３年度の実績、令和４年度の計画値、実績、そして、比較と

しまして実績値に対する計画値の比率、令和３年度に対する令和４年度の実績の比率を

示してございます。縦軸のほうは、介護サービスと介護予防サービスとに分けて記載を

しております。対計画値で申しますと、サービスの合計では１００．５％となっていま

して、計画よりも実績のほうが多い状況でございます。その中で、住宅改修につきまし

ては、介護サービスについては、一定の供給が進んだことによりまして、実績が少なく

なって、低くなっている一方で、介護予防サービスのほうでございますけれども、こち

らは認定者数が増加をしている状況にございまして、実績のほうが上回っているような

状況にございます。

次に、対前年の比率でございますが、こちらは全体で１０１．５％となってございま

して、コロナの影響が落ち着いたせいか、ほぼ前年度並みでございました。

資料の２については以上でございます。よろしくお願いします。

○石山部会長

ご説明ありがとうございました。

資料２については報告事項ということですので、計画値と実績値のご報告ということ

でございました。こちらの説明を受けて、ご意見、質問等ございますでしょうか。これ

は議論していただきたいことではなく報告事項ということになっております。こちらに

ついて、ご意見、ご質問おありでしたらいただきたいと思います。海老澤委員お願いい

たします。

○海老澤委員

２年ほど前に、自宅のトイレとか手すりを改修したのですけど、たまたまうちは戸建

てでトイレが２個あったので、１つ、母のために介護で潰してしまう形で大丈夫なので

すけど、なかなか居住スペースとかの関係で大幅な改修を望まないケースもあるのでは

ないかと。住宅の改修が少し少なくなっていったのは、そういうことがあるのかなと思

いました。以上です。

○石山部会長

ご意見ありがとうございました。

ほかはいかがですか。お願いいたします。
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○宮原委員

ここの項目ではないのですが、特定福祉用具について伺ってもよろしいですか。特定

福祉用具で、同一品目というのは、基本的には１回しか購入できないが、例外として、

もう１回同じものが買えますよということがあるのです。例えばポータブルトイレを買

ったけど壊れて修理がきかないので、もう１回買い直す。２回買う方もいらっしゃるの

ですけれども、介護保険が始まって２０年以上たったので、耐用年数が１０年と計算す

ると、３回目も認めますよという事例が挙がったのですが、中野区では、そういった事

例はありますか。

○古本介護・高齢者支援課長

データを確認して、後日お知らせさせていただきたいと存じます。よろしくお願いし

ます。

○石山部会長

ありがとうございます。

仮にあったとしても、それが通常というよりも、個別の状況での判断なのかなという

気がいたします。

ほかいかがでしょうか。よろしいですか。ありがとうございます。

それでは、続きまして、議題の２つ目、「介護予防・生活支援の取組について」、事務

局よりご説明をお願いできますでしょうか。

○古本介護・高齢者支援課長

それでは、資料の３－１をお開きいただきたいと思います。

こちらは、「介護予防・生活支援の取組について」という資料でございまして、これ

までの取組としましては、中野区では平成２９年度になりますが、介護予防・日常生活

支援総合事業というのを開始しておりまして、様々なサービスを展開しているところで

ございます。また、令和３年度からは、高齢者同士が支え合いまして、ＩＣＴの活用を

推進していく取組を開始したりとか、令和４年度からは、地域で行っている教室などを

地図上でお示ししました、今日もお手元にあったと思いますけれども、「あなたの近くの

通いの場マップ」、緑っぽいような冊子をつくりまして、これは去年からつくっています

けど、配布をしているところでございます。また、リハビリテーションの専門職によっ

て積極的な関与も進めているところでございます、介護予防についてアドバイスなどを

行っているところでございます。

資料の１ページの下から２ページにかけましての表は、過去３年間の事業実績をまと

めたものでございまして、なかなか一気に参加者数は伸びてこないのですけれども、例

えば２ページの一番上の「なかの元気アップ訪問」とか、同じ２ページですけど、一番

下になりますが、「元気アップ体操ひろば」というのは、着実にというか参加者数が増え

ているところでございます。

次の３ページに参りますと、（２）としまして、「これまでに行った見直し」というも

のを記載してございます。

まず、短期集中予防サービスについてでございますが、こちらは、先ほどの２ページ

の上に実績がございまして、２つの類型があるのですけれども、１つは訪問型というも

ので、自宅に専門職のスタッフが訪問する形と、もう１つは通所型といいまして、参加

者の方が直接会場に出向く、通所するという形のものがございます。このうち通所型に

つきましては、本来、サービスを必要な方が、短期間に集中的に運動とか訓練をして体
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力の回復を目指すと。体力が落ちたままにしないで、早い段階で体力の回復を目指すと

いうことを想定して設定しているものでございますけれども、実際にこのサービスに参

加される方は、短期間で体力の向上を目指すのではなくて、今の体力を維持したいとい

う方、リピートというか何回も教室に参加して今の体力を維持していきたいというニー

ズをお持ちの方が多い傾向にあるような気がいたします。そのため、この通所型の一部

のサービスを、よりハードルが低くみんなに参加してもらえるように、一般介護予防事

業に移行しております。先ほど説明しました訪問型というのは、令和２年度より開始を

しているものでございまして、この通所型というのも改善をしながら進めているところ

でございます。また、一般介護予防事業の中の、「なかの元気アップ体操ひろば」につき

ましては、ＩＣＴを使ったオンラインと実際の会場で行うというハイブリッドというか

両方の形で実施をしております。

次の３番でございますが、「第９期の計画の策定に向けた考え方」でございます。

３点ございまして、（１）が「ケアマネジメントの質の向上」でございます。

それぞれの方に対してきめ細かく介護予防マネジメントを行っていくためには、地域

包括支援センターの職員の方の、今、事務の負担が大きいので、事務負担の軽減をして

いく必要があるかなと考えております。

また、（２）が、「地域の居場所や活動の充実」をしていく必要性でございまして、少

し前まで、コロナの影響で外出の機会が減っている高齢者の方が多くおりましたけれど

も、これらの方の居場所を確保して、特に外出とか教室というのは、女性の方の参加が

多い傾向にあるのですけど、男性の方にもそういう場に出向いてもらうとか教室に参加

していただくということをしていく必要があろうかなと考えております。

次のページに参りまして、（３）でございます。「総合事業の対象者の弾力化による新

たな課題への対応」というものでございます。

この弾力化といいますのは、もともと住民主体サービスを利用していた方が、軽い方

が、ある程度元気な方が、要介護の認定、少し認定とか重くなった場合にも、本人の希

望とか受入れの問題もありますけど、今までのサービスを継続的に利用したいというこ

ともあります。そういう際には、対象者を厳格に区別するのではなくて、弾力性を持た

せて事業に参加していただくということが仕組みとしてございます。この仕組みとして

は、いいことだなと思うのですけれども、例えば元気なときには通うことができていた

方が、要介護になると通うことが難しくなるという課題があります。このように、サー

ビスを利用できる対象の範囲を広げるというのはいいのですけど、それに伴った、これ

まで顕在化しなかった課題というのが生じておりまして、これも何らかの検討が必要で

あろうかなと考えております。

ここまでが資料３－１でございまして、次が３－２と３－３ですけれども、３－２は、

中野区が直接実施しているか、または、その活動を中野区が支援している介護予防事業

の一覧を表にまとめたものでございまして、向かって左から事業の対象者、サービスの

種類とか内容とか令和４年度の事業実績ということで順番にまとめてございます。こち

らは参考にご覧いただきたいと思います。

同じように、資料３－３も、フォーマルな介護保険のサービス以外で高齢者向けのサ

ービスをまとめたもの。社会福祉協議会による事業なども含めて整理したものでござい

ます。介護保険制度以外のサービスをまとめたのが資料３－３でございます。

ここで、資料が前後しますけれども、資料１をお開きいただきたいと思います。

１つ目の「介護予防・生活支援の取組について」。先ほどご説明いたしましたが、今

回、ご議論いただきたい点として、２点あります。

１つ目は、「短期集中予防サービス事業の効果的な活用」についてでございまして、

短期集中予防サービスといいますのは、例えば入院とか一時的に骨折とか体調が悪化さ
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れた方に対して、早いタイミングで運動とか訓練を行っていただくことによりまして、

できるだけ早く元の状態に戻っていただけるようにするのが本来の趣旨でございますが、

これまでは、必要な方がこのサービスに結びついていないような、アンマッチというか、

事業と対象者がやや乖離しているような状況があろうかなと思います。例えばこの課題

としては、サービスを受けたのはいいのですけれども次のステップにつながらないとか、

また、事業を行う際の事務処理が、やや煩雑なのですけど、地域包括支援センターの職

員の皆様の負担になっているというような課題もございます。これが１つ目の課題です。

次に、２つ目ですが、地域の居場所とか活動の充実につきましては、コロナの影響で

外出するのをためらっておられた高齢者の方がおられるかと思いますけれども、この中

でも、特に男性の方の居場所とか活躍できる場所の整備が必要であろうかなと考えてお

ります。

ご説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

○石山部会長

ご説明ありがとうございました。

資料３－１、３－２、３－３をご説明いただきまして、そして、区としてご議論いた

だきたい論点を資料１にまとめていただいております。一つ目の「介護予防・生活支援

の取組について」、こちらに議論をしていただきたいことが記載されているのですけれど

も、ここから先については、ここのところについてご意見等いただいてまいりたいと思

います。

それでは、いかがでございましょうか。海老澤委員お願いいたします。

○海老澤委員

高齢者の困り事というか、そういうのが解決されて体力とか気力が復活して、また生

き生きと生活を送れるようになるということがやはり大事だと。先ほど来、課長さんの

ほうからご説明あるとおり、男性については孤立しがちであるということですので、週

１でも居場所ができれば生活の張りができるのではないかと思います。いろいろな健康

体操とか趣味とか何かきっかけがあれば、そんなに毎日でなくてもいいと思うのですけ

ど、そういう居場所が何かあったら、うまくできればいいかなと思います。以上です。

○石山部会長

海老澤委員ありがとうございます。

男性の方、特に活動につながりにくいということなのですけれども、場があるという

こととつなげるという支援の、恐らく難しさみたいなものがあると思うのですが、この

あたりも含めて何かご意見をいただければと思います。よろしくお願いいたします。

高橋委員お願いいたします。

○高橋委員

居場所や活動の充実というのに関係してです。今日、資料をいただいて、非常によく

出来ていて関心を持ちました。私は、区の配布物は割とちゃんと見ているつもりなので

すが、これは今まで区民に配ったことがあるのですか。

○古本介護・高齢者支援課長

区民活動センターとか高齢者会館とか、いろいろな資料とかチラシを挟んでいる棚が

あるかと思いますが、そこに置いております。高齢者の方が集まるようなところに。全

員に配布というのは行っておりません。
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○高橋委員

分かりました。多くの高齢者は、センターとか老人会館とかそういう施設に出かけな

いのですね。それで、出かけないからそこに置いておいても分からないわけです。これ

を見て、こんなにいいものがあるなら、私も早く見て参加したかったなという気がした

ぐらいです。区報の付録みたいな形で１回全世帯に配ってみたらどうですか。つまり、

こういうものがあるとか、こういうことやっていることを区民の多くは知らないのです

よ。それから、センターや老人会館に出入りしている人は知っているかもしれませんが、

高齢者、特に男性は知らないわけですね。ちょっと数が多くて金がかかるかもしれない

ですけど一度やってみたらいいのではないかと思うのです。こういういいものを、こん

なにいろいろやっているのだと、あなたもここに参加しようと呼びかけるとか。それが

１つです。

それから、男はなかなか参加していないのが事実ですが、やはり高齢男性の中でも積

極的に参加している人もいることはいるのですよね。リーダーといいますか、特に偉い

人ではなくて小さいグループのリーダーみたいな人。そういう小グループのリーダーみ

たいな人を育てるというか、集めるというか、大いに持ち上げるとか、区報に登場させ

るとか。そういう人たちの周りにみんなが集まるような形にうまく持っていかれないか

なと思うのです。その２点を主張したいと思います。

○石山部会長

ありがとうございました。

この「通いの場マップ」、すごく手にとりやすい、いい物が出来ていたので、この届

け方の一案というご提案であったかと思います。様々な費用対効果というところで考え

ると、いろいろな方法を考えられるかと思いますので、ぜひともご検討いただきたいと

思います。

それから、小グループのリーダーを育てる発言。こういったご意見もございました。

ありがとうございます。ほかいかがでしょうか。では、戸邉委員。

○戸邉委員

地域の居場所ではなくて、次の議題に関係してしまうかもしれないのですけれども、

「認知症の人の移動支援」、ボランティアがそれを行うのは非常に困難な状況と書いてあ

るのですけど、確かにそうで、シルバー、こちらでいうところの訪問型のサービスを受

け入れていて、そこで簡単に入れるように支援しているのですけど、買い物をしてきて

あげる、掃除してあげる、今、この会員さんができるのですけれど、自分が行って買い

物したい。それについていっています。でも、それは御法度なのです、ＮＧ。つまり、

倒れそうになったときに手を出して、それで仮にこけたら、その人の責任になってしま

うということらしいのですけど、あまりそれを言っていると、認知症の人も移動支援の

際に出る場所がなくなって、支える人がなくなってしまうと思うのですね。いろいろ職

員に聞いてみても、こういったサービスを受ける人の中には、必ずしも金銭的にゆとり

がなくて、この訪問型サービスというのは、１時間２００円なのですよ。月５回までで

すから月最大１，０００円。その１,０００円さえ出すのがつらいとおっしゃる方もいら

っしゃって、ボランティアの移動支援についてこうなのだと考えていますけど、基本的

にはその辺のところに持っていくために、例えばどうしたらいいのか。例えばボランテ

ィアの保険料について代替するような仕組みだとか、ほんの少しのお金で買い物できる

とか、そういうものを少しずつでも受け止めていくと、例えばこの訪問型の委託でも、

もう少し幅の広い生活家事援助ができるかもしれないし。同じぐらいだと思うのですけ
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ど、その辺のところを少し考えるのはどうかなと思っております。

○石山部会長

ありがとうございます。

議題３の認知症施策のほうに関係することではありましたけれども、男性の方の、ど

うやって外に出ていっていただくかという話と認知症というものをきれいに切り分けら

れるものではないので、そういう観点から、認知症の方の移動支援という観点でご意見

をいただいたかと思っています。

一案として、ボランティア保険の保障みたいな感じとか、あるいは柔軟なサービス活

用という観点からのご意見だったと思います。ありがとうございます。

ほかいかがでしょうか。築田委員お願いいたします。

○築田委員

地域包括支援センターの築田です。

こういったことに一番関わっているのは包括かなというところで、いろいろ感じると

ころなのですけれども、１つ目にある「通いの場マップ」に関しては、私たち相談員は、

これをお見せしたり、お渡しすることは結構多くて、民生委員さんが今ちょうど高齢者

調査で回っているのですけど、今日も民生委員さんからちょっと気になる方の連絡が入

って、訪問してみたら、やはり民生委員さんもこれを渡していたのですね。なので、広

く皆さんにというのはなかなか難しいけれども、よりニーズがありそうなところには、

いろいろなところで届ける努力はしているのかなと感じています。

こういうものを見て、「じゃあ、ここに行こうかな」とポンとつながるのは本当にな

かなか難しくて、皆さんおっしゃるように、もともとこういうところに社交的に出てい

く方は行くけれども、そうではない方と本当に分かれるというところで、やはり地域に

行きましょうと言ってもなかなか難しいので。最近のケースでは、専門職のサービスの

ほうが受け入れやすい方もいらっしゃるので、まず訪問看護さんが入って、その方とリ

ハビリしながらちょっと外を歩いて活動を広げていって、いつものところ、認知症の支

援事業のところ、そこまで今、歩いていく練習をしているのです。専門職のサービスが

先に入って、それから地域につなげていくというパターンもあるかなと感じています。

あと、小グループのリーダーを育てるというのは、本当に非常に大事だなと思ってい

て、区とか私たち福祉職がというよりも、民間でバリバリやってこられた男性の方が、

退職後そういうところで力を発揮するというのはすごくあると思うので、社協さんとか

では地域デビュー講座みたいなのやっていますけれども、それがどこまでそういう層に

届いているのかなというのを感じるのです。なので、企業教育というか、男性だけでは

ないですけど、働き終えた、その場を地域に移すようなところに今後もっと力を入れて

いくといいなと感じています。

○石山部会長

ありがとうございます。

通いの場マップの配布の仕方ということで、地域包括、民生委員さんから「この方は」

という方に対して配付をしているということと、あと実際に専門職のサービスのほうか

ら、訪看さんのリハのところから入っていって、こちらにつなげていくみたいな活動も

されているというご紹介ですね。

男性の方、お仕事を終えた後にどうふうに地域デビューしていくかみたいなところも

サポートが必要かと思いますが、女性も今、お仕事をしていて、結構、日中職場で過ご

しているとか、未婚の方が増えていたりとか、お子さんがいない方も増えてきているの



8

で、今、男性ということですけれども、女性も含めて、そのうち必要になっていくので

はないかと思いますので、就労を終えた後の地域デビューみたいなこととして捉えてい

く必要性もあるのかなと感じてお聞きしておりました。ありがとうございました。

ほかいかがですか。西村委員お願いいたします。

○西村委員

通いの場マップの配布方法ですけど、さっきおっしゃったように、区の施設に置いて

も、なかなかそれを受け取る人は、そこに行かないと受け取れないので、私たち歯科医

師とか医院とか、接骨院とか調剤薬局とか、待ち時間があるようなところで、コロナの

ときに雑誌をみんな撤去して、紙媒体のものがなくなって、今、少しずつ置き始めてい

るので、お配りいただいて待っている間に手にとってもらうというのは１つの方法かな

と思って。医療機関数そんなにあるわけでは、医院、歯科医院、柔道整復師医院とか、

例えば調剤、数はそんなにあるわけではない、特に今年とか置けば、自然と。今、マス

クはとれるようになって、またコロナが落ち着いたので高齢の方が大分出てらっしゃる

ようになられていると思いますので、そのときにちょっとしたサービスかなと思いまし

た。

それから、やはり男性の方に地域で活躍していただくためには、もちろん、今は女性

も同じように仕事をしていますが、その前の世代だと、やはり男性が外に出ていると、

必ず得意なことがあったと思うのですね。そういうものを、「ぜひ、あなたの小さな力が

大きな支えになるから貸してください」みたいなアンケートというか、「自分が得意なの

があったら教えてください」みたいなのをすると、例えば電気。女性で、１人で住んで

いる人だと、高いところにあるから苦手とか植木を切るのが苦手とかありますよね、ち

ょっとしたこと。例えば自分は数学・算数が得意だから、小学生だったら教えられるよ

ということが、多分得意分野なので、そういうのを見つけてあげられるような言い方を

するアンケートというか、お尋ねの仕方をすると、自分はこういうのだったらできるな

というので、ちょっと入っていって、それがまちの力になるし、その力が大切なのです

よということをするといいかなと思ったりしました。

それから、このマップなのですけど、こんなに高齢者の皆さんに、シニアのためのマ

ップ、ＱＲコード、これだけ活用できるのですね。すごく驚きました。という中で、１

６ページ、自分たちの「なかの・からだナビ」もＱＲコードがあるのに、ここには載っ

ていないのはなぜかなと気がついたこと。この絵もすばらしい、歯を磨いていっていた

だくのには絵がいいかもしれませんが、６５歳以上の方に必要なのがこれなのかなとち

ょっと思いましたので、ぜひ、次、つくり直すときには、意見を言う場があったらいい

かなと個人的に思いました。以上です。

○石山部会長

ありがとうございます。

こちらの「通いの場マップ」、それから男性の参加というところについて、大きく２

点いただきましたけれども、ぜひ医療機関を活用していただきたいということ、そして

改訂するときにはぜひ意見を集めていただきたいということですね。

そして、男性については、聞き方、尋ね方を工夫するといいということであったと思

います。「力を貸してください」。力を貸すとは具体的に何のようなことがあるのかみた

いなことが具体的に見えてくると、「力を貸してください」と言われると、いいですね。

というような聞き方の工夫というようなご意見でした。ありがとうございます。ほかは

よろしいですか。
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○戸邉委員

質問なのですけど、この「地域の居場所や活動の充実」というのは、主に男性の方で

活動を期待しているようなところというのは、資料３－２の要支援・事業対象者で、住

民主体サービスのこの部分、こういう事業を担ってくれる人を受け入れるというものな

のですか。

○石山部会長

今、事務局、お願いできますでしょうか。力を貸してほしいがというのは。

○古本介護・高齢者支援課長

戸邉委員がおっしゃるように、男性が活躍できるような場、今おっしゃったような住

民主体サービスの移動とか運営とか、様々な場面で支援というか、活躍できる場があろ

うかと考えております。男性の場合は、参加が多いのは、ＩＣＴサポーターというのが

ございますが、現役のときにＩＣＴにかかわっておられた方などが、地域の高齢者を相

手に、例えばスマホの使い方とかスマホを新しく買ったものの、例えばＬＩＮＥの仕方

が分からないような場合に支援を行っております。このＩＣＴサポーターについては、

数年前から公募しておりますが、これは男性の方の応募が多いです。人に教えたりする

ことに適性があるというか、人に教えたりすることに喜びを感じるというのでしょうか。

そういうのがございました。

○戸邉委員

多分こういった講座にすると、もう既にやってらっしゃる男性の会員、女性の会員が

いらっしゃると思うのですね。そういった方に、知っているお友達を今度連れてきてく

ださいとか、こういったことで得意な人がいらっしゃったら紹介してくださいといって、

少しずつ来た人を運営の中に引き込むような形がとれないのかなと思うのですね。区報

や何かでそういう人を募集しますといっても、なかなか手が挙げないし、そこで入って

来られる方も少ないと思うので、個人的なつながりでいいので、口コミで広げていくよ

うなやり方というのは、今までやったことはありますか。

○古本介護・高齢者支援課長

先ほどご紹介したＩＣＴサポーターというのは、資料３－２になりますけれども、真

ん中あたりに住民主体サービスと先ほど委員のご紹介ありましたような、幾つかここに

あるのですけど、「うたごえの丘」とか「男のボイス」とか「ＩＣＴサポーター」とか、

この辺が男性の方が多くて、ある人は参加して、今度一緒に行きましょうよというよう

な動きもあります。

○石山部会長

ありがとうございました。ほかいかがですか。西村委員お願いいたします。

○西村委員

今、中野区で、もっと前からあったら、今日初めて知ったのですけど、退職後の男の

生き方みたいな、生き方を考えるとかそういうのは、退職前後の人が見てほしいために

やっていますよね。区長のフェイスブックで、こういうことに取り組んでいますよと書

いていらして、すごくいいなと思う半分、だから、皆さんがいつも言っている周知をど

この人を対象にやっているのかなと思うので、そういうものとこういうものと、結局、

退職前後から地域に入るような仕組みができていれば、８０歳、８５歳になってから「さ
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あ、来て来て」とやるよりはやりやすいと思うので、たしか「退職後の男の生き方を考

える」と書いてあったと思うのです。そこで「皆さんの得意分野をぜひ地域に教えてく

ださい」とか「教えてあげてください」とか「貸してください」みたいにすると、まだ

バリバリに働いている皆さんがあと１年後、２年後どうしようかというときに、心に響

くかなとちょっと思いました。追加でした。

○石山部会長

ありがとうございます。

前から始まっているということですよね、退職してからではなくて。

私も１点申し上げると、私、中野区に住んで１２、１３年ぐらいになるのですけど、

賃貸なのですね。賃貸マンションに住んでいると、やはり自治会に入りませんかと声を

かけられたことが１回もないのですよ。なくて、いつ入れるのかなと最初の２、３年思

っていたのですけど、ないのです。ないのだなと思って過ごしてきたのです。コミュニ

ティに入りたい気持ちはあるのですけど、やはり賃貸マンションの人と持ち家の人は、

隣の家だとしても、やはり何かもともとそこに住んでおられる持ち家の方の人のコミュ

ニティというのがあって、そこには入れないのだなという意識を何となく持って、ずっ

と過ごしているのですね。そうなると、自分が退職したときに、この地域でずっと入れ

ないのかもしれないという漠然とした感覚を持っているので、多分、賃貸の方の多くは、

かつ高齢の男性の方という話もあったのですけれども、高齢で多分賃貸の方のほうがも

っと地域に入りづらいという感覚は、もしかしたら持っておられるのではないかなと。

ありていの意見なのですけれども、感じております。なので、やはり両方に対して、コ

ミュニティに入っていけるという感覚的なものを持っていただけるというのも大事かな

と思います。私が意見を言ってしまいましたけれども。宮原委員どうぞ。

○宮原委員

（１）と（２）を通じてお願いしたいと思います。

（１）の「ケアマネジメントの質の向上」は、職能団体が質の向上をしやすいように

支援していただければいいのかなと思っていて、歯科医師で診療の質の向上などと行政

が言うことはまずないと思うので、やはり専門の人たちが自立して行動できるように、

システムを入れたらいいかなと思うのと、ただ、ここの中では、介護予防ケアマネジメ

ントということになっているので、知っている方いらっしゃいますけれども、介護予防

ケアマネジメントと地域包括の業務を分けて考えていただいたほうがいいかなと。多分、

前回も出たと思うのですけど、何が忙しくて、どっちが忙しいのか、それをやはり現場

の声、質の向上であれば、専門職のほうから改善していくようなシステムが出来上がっ

てくるといいかなと思いました。

（２）の「地域の居場所」のほうですけども、資料３－２を見てみると、やはり６５

歳以上というひとくくりになってしまっているので、共生型、多様性と挙げているので、

６５歳以上だけを集めるのではなくて、やはり多様性のある、何のプログラムがあって、

大学生と高齢者の会とかもないし、子どもと高齢者の会も載っていないし、何かそこの

世代だけ集めていますよということなので、もうちょっと共生型のプログラムがあって

もいいかなと感じました。以上、意見です。

○石山部会長

ありがとうございます。

２点いただきました。地域包括と指定介護予防支援事業所と２枚看板なので、地域包

括と一緒くたにしないで、しっかり何が課題なのかを明らかにするということ。その質
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の向上については、職能が主となって行っていくようなお話だったかと思います。

あとは共生型のプログラムというものを要望しますというご意見であったかと思い

ます。ありがとうございます。では、お願いいたします。

○菊池委員

職能のということで、リハビリテーション職のいろいろな支援が求められる場面があ

るのかなと思ってお伺いしておりました。リハ職では、区によっては、自分の職場とは

別に、こういった市区町村、つまり地域リハビリテーションの中に入りたいと希望する

人たちが組織化をして、区とタイアップしているところもありますけれども、中野区の

場合には、そういった団体は育っているのでしょうか。いかがでしょうか。

○古本介護・高齢者支援課長

昨年度、区内のリハビリテーションの職種の方が、中野区リハビリテーション協議会

という組織を立ち上げまして、区の事業との連携、コラボレーションをさせていただい

ていております。区の事業の支援に来ていただいたりしているところでございます。

○菊池委員

そういうのをうまく使っていただくのも１つの方法かもしれないですね。ありがとう

ございます。

先ほど来、事業にあります、まず、効果的な活用のほうですけれども、皆さんの活発

な議論を聞きながら、情報発信の仕方の工夫がすごく大事だというお話が出ていたのか

なと。届け方の工夫はいっぱい出ていたのですが、誰にというところが、高齢者本人の

ところにどうしてもベクトルが向いていたような気がしまして、私からは、発信する相

手が、例えば介護者とか、先ほどもっと早い時期からというお話も出ていましたけれど

も、中高年、そろそろ気になっている人も含めての発信も必要かなと思いました。

あと、配る場所も多様性が大変重要だなと思いましたけれども、このＱＲコードをつ

いていたのを私、今、早速やってみたのですが、場所しか出てこないのですよね。ＱＲ

コードを読める人のターゲット層に対して出しているのか、それとも区にこれだけいっ

ぱいサービスがありますという宣伝なのか、ターゲット層が絞りにくい。「これだけあり

ます」というパンフレットなのかなと思って拝見していたのですが、実際に使うときに

は、やはり一工夫欠かせないのかなというところがありました。あと、届け方。今そう

いったところが気になったところでした。

もう１つの居場所のことですけれども、いろいろな取組があってすばらしいなと思っ

て拝見していたのですが、たしか住民の集まる場所、居場所の提供の中には、幾つかタ

イプがあってということがすごくディスカッションされますが、運動タイプとか趣味タ

イプとかありますけれども、場所としてレコードされていないタイプの、もう既に自然

発生的に行われているものの認識というのは、中野区はどのように調査されていらっし

ゃるのでしょうか。例えば私、犬の散歩の研究をしていますが、それも男性、すごくよ

く集まるのですけれども、そういった特に集める予定はないけど何となくつながってい

るような地域のつながりというのもうまく活用できる可能性があるかなと思いましたも

のですから。

○石山部会長

事務局、いかがでしょうか。
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○古本介護・高齢者支援課長

例えば高齢者会館とか、いろいろな公共の施設を利用している団体、いろいろな趣味

の会とかは、区のほうで把握をしております。また、何となく集まっているようなもの

というのを先ほど副部会長おっしゃいましたけれども、今回、通いの場のマップでは、

ラジオ体操というのを、ページを１つ、新しく今年からつくりまして、これも何となく

地域で集まっているもので、今まで区は、こういうラジオ体操のチラシ、一覧とかを配

ったりしていなかったのですけれども、本来こういうことも、人々にとっては分け隔て

なくというか、必要なのではなかろうかと考えまして、今回はここに付け加えています。

今後もそういうインフォーマルというか、地域のつながりというのも把握しておく必要

があって、それを紹介できるようになるのがいいかなと考えています。

○菊池委員

ありがとうございます。

それに関連して、先ほど高橋委員からご質問があったときに、奨励するような仕組み

というのがありましたが、やはり３人以上集まればグループですので、仲よし同士でつ

ながって、それがまたつながってという仕組みのつくり方も可能かもしれませんし、ま

た、男性の場合、仕事的な活動が実は余暇であったりすることも多くありますので、退

職後のグループなんかで、そういうものがありますので、こういった活動していること

が介護予防につながっているのではないかという、立候補ではありませんけれども、募

集をされたりとか、それを支援するような仕組みが何か考えられるといいのかもしれな

いなとちょっと感じました。感想でございます。

○石山部会長

ありがとうございました。

多岐にわたってご意見いただいたかと思います。区のリハ協会も活用いただきたいと

いうお話と、先ほどの冊子の統計をとるのですよね、ターゲット層をどうするのかとか、

どのような観点から普及するのかというお話。それから、自然発生的なところについて、

活用というか、自然発生なので、どこまで仕組みにするとか運用していくというのは、

そこのグループ次第になると思うのですけれども、そうしたものにも着目してはどうか

というご意見だったかと思います。

ありがとうございます。かなり多くの意見を頂戴したと思っております。

続きまして、次の議題に移らせていただいてもよろしいでしょうか。

それでは、続きまして、議題の３つ目、「認知症施策について」、事務局よりご説明を

お願いできますでしょうか。

○河村地域包括ケア推進課長

地域包括ケア推進課長の河村でございます。本日、お時間頂戴いたしまして、ありが

とうございます。

資料４を用いまして、認知症施策についてご説明させていただきます。

中野区では、認知症施策につきまして、「中野区地域包括ケア総合アクションプラン」

の柱の１に位置づけまして、推進をしているところでございます。認知症があっても安

心して在宅で過ごせる、「認知症にやさしい地域づくり」を目指しているところでござい

ます。

次から、現在、区で行っている事業について記載をさせていただいておりますので、

ご説明をしていきたいと思います。
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まず、「認知症理解の普及・啓発」というところで、（１）「認知症講演会」を実施し

ております。令和３年度、４年度に関しまして、テーマ等を記載させていただいており

ますので、お読み取りいただければと思います。

（２）としまして、「認知症サポーター養成講座」ということで、こちらは平成２１

年度から認知症サポーター養成講座を実施しております。一般の区民の方とか金融機関、

教育関係等様々な機関の方にご参加をいただきまして、正しい知識の普及とか対応につ

いて学んでいただくということを実施しております。平成２１年から令和３年末まで、

累計で２万１，２２６人の方にご参加をしていただいているところでございます。また、

平成２９年度には、中野区職員全員が講座を受講して、中野区全体の認知症対応能力を

図っているところでございます。令和３年度、４年度の実績については記載のとおりと

なりますので、お読み取りいただければと思います。

（３）としまして、「アルツハイマーデーパネル展」ということで、毎年９月に、世

界アルツハイマーデーに合わせまして、区役所１階ロビーのスペースでパネル展示等を

開催しておりますのと、中野駅ガード下夢通りで普及啓発の展示をしているところでご

ざいます。

１枚目おめくりをいただきまして、（４）としまして、「認知症パンフレットの発行」

ということで、認知症自己チェックリストを含む「中野区版認知症ケアパス(人生１００

年時代の備え！認知症あんしんガイド)」を作成いたしまして、区民の皆様や関係団体に

配布をさせていただいております。こちらの認知症ケアパスは、認知症の早期発見を促

すものであると同時に、認知症の状態に応じて活用できる相談とかサービスをお示しし

ているものでございます。現時点では認知症ではないものの、少し生活にご不安がある

方とか、相談支援体制の全体を見せることで、安心感が与えられるような効果も期待し

ているところでございます。

（５）としましては、「もの忘れ相談会」ということで、区役所１階ロビーにおきま

して、認知症のケアに関わる専門員による個別相談を行っているところでございます。

続きまして、「予防に向けた取組」ということで、集団認知機能検査（ファイブ・コ

グ）を含む認知症予防講演会（脳いきいき講座）を平成３０年度より実施をしておりま

す。令和２年度からは、各地域包括支援センターに委託として実施をしていただいてい

るところでございます。受講後は、認知機能の低下が見られる受講者と希望者の方に、

包括支援センターの職員が連絡をとって、介護予防事業への参加状態や生活状況の確認

などのフォローを行っているところでございます。

ファイブ・コグについてのご説明につきましては、お読み取りをいただきまして、実

施回数、受講人数等もご覧いただければと思います。

次のページに行きまして、３番目「早期発見・早期対応」ということで、（１）「認知

症の早期発見対応事業」としまして、実施をしている内容となります。認知症支援コー

ディネーターが窓口となりまして、地域拠点型認知症疾患医療センターの認知症アウト

リーチチームと連携をしまして、困難事例への対応を行っているところでございます。

（２）としまして、「認知症初期集中支援チーム事業」というものがございまして、

こちらは、地域包括支援センターで把握した認知症が疑われるケースを、区の支援チー

ム、保健師や福祉職が訪問してアセスメントを行った後、専門医と認知症アドバイザー

医が参加をする認知症初期集中支援チーム会議で検討を行って、ご支援をさせていただ

いております。実績はお読み取りをいただければと思います。

私もこの所管に異動してきて大変驚いたことの１つが、この認知症初期集中支援チー

ムのケースとして上がっていらっしゃる方が、大変高齢の８０歳、９０歳、単身で認知

症の傾向があるような方が、次々記録として回ってきて本当に驚いてしまって、どうや

って生活していらっしゃったのかなとか、既に金銭的にもトラブルを抱えてしまってい
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る方が多いということを把握しまして、非常に驚いているところでございます。やはり、

まだまだそういった方が地域のにはたくさんいらっしゃるのだと認識しているところで

ございます。

次に、「若年性認知症相談窓口」ということで、令和２年１１月から、区役所内に若

年性認知症相談窓口を開設してございます。若年性認知症のご本人とかご家族、関係機

関からの相談を受けながら、情報提供とか介護状況の蓄積、関係機関との連携強化を図

っているところでございます。

５番目としまして、「人材育成・体制整備・地域支援体制の強化」というところで、（１）

「認知症サポートリーダー養成講座」、先ほどご紹介しましたのは認知症サポーターで、

そのサポーターをさらにご支援していただくような内容になりますけれども、サポート

リーダーという方のご支援をさせていただいているところでございます。実績等はお読

み取りをいただければと思います。

次のページにお進みいただきまして、（２）「多職種の認知症対応能力・連携の強化」

ということで、認知症支援におきまして、多職種連携を促進するために研修会とか勉強

会を行っているところです。

（３）としまして、「なかのオレンジカフェ支援事業」ということで、地域住民の方

やＮＰＯ法人、介護事業所、福祉施設、様々な主体の皆様が認知症カフェの登録をされ

まして、認知症の方の支援等を行ってくださっているということで、令和４年度末には

１７カ所となってございます。

６番目としまして、「認知症とともに暮らす地域あんしん事業」ということで、もの

忘れ検診や地域拠点による支援事業としまして、認知症の普及啓発を多面的に図って、

早期対応、診断、支援ができる体制を整備するものでございます。

（１）「中野区もの忘れ検診事業」ですけれども、医師会の先生方等と連携をさせて

いただきまして、検討会を設置しまして、昨年の９月から実施をしているところでござ

います。令和４年９月から令和５年２月までの期間、昨年度の対象としましては、令和

５年３月３１日現在７５歳以上の区民の方全員及び７０歳から７４歳の希望の方３，８

８１人ということで、受診券をお送りしているところでございます。実施の医療機関と

しましては、認知症のアドバイザー医や認知症サポート医の先生方に実施をしていただ

いて、受診券と同封のセルフチェック等をしていただいたということで、２３２名の方

に受診をしていただきました。認知症の疑いがあるという方に関しましては、フォロー

させていただいているところでございます。

次のページにお進みいただきまして、（２）「軽度認知障害（ＭＣＩ）を含めた認知症

地域支援推進事業の開始」ということで、認知症の初期段階から地域において適切な支

援が受けられる体制づくりの一環として、軽度の方を含めたご本人、ご家族が相談、交

流できる場というものを設置しておりします。支援拠点としましては、昨年度から４カ

所、年間１７８回ということで実施をしまして、原則週１回以上、特定の曜日・場所で

開催をしまして、気軽にご利用いただいているところございます。そのほか、人材育成

とか、地域資源の活動支援等をさせていただいているほか、多職種連携ということで、

包括支援センター等と連携をさせていただいて対応させていただいているところでござ

います。

資料の１のほうにお戻りいただきまして、先ほども既に移動弱者についてご助言をい

ただいているところでございますけれども、区のほうでは様々、認知症の方の支援の拠

点というものを設置しているところでございますが、なかなかそういったところに行く

ことが難しい方や、サービスを拒否してしまう場合、対応が非常に難しいなと所管とし

ては考えておりますので、そのあたりのご助言をいただければと思います。

私からのご報告は以上となります。どうぞよろしくお願いいたします。
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○石山部会長

ご説明ありがとうございました。

資料４に対するご説明をいただきました上で、資料１の「区として議論していただき

たい論点」ということですので、認知症の人の移動支援について、具体的にどのような

取組が考えられるかについて、ご議論いただきたいということでございます。

それでは、委員の皆様からご意見、ご質問等いただいてまいりたいと思います。よろ

しくお願いいたします。高橋委員お願いいたします。

○高橋委員

移動支援について私も考えていたのですが、１つの提案として、認知症サポーター養

成講座、それからリーダー養成講座をやっているわけですよね。それを修了した人たち

を、認知症の人の近くの人とペアを組ませて、見守り相談、移動の介助みたいなことを

やってもらえないかと思うのです。基本的にはボランティアでしょうけど、交通費ぐら

い出してもいいのではないですか。実施するにはいろいろ問題があると思いますので、

一斉にやることはできないでしょうから、まずテストケースを何人か、認知症Ａさんに

対してはサポーターＢさん、認知症Ｃさんに対してはサポーターＤさんというように組

み合わせをやってみて、認知症の人の移動支援を実際にやってもらう。それで効果があ

ってお互にいいということであれば、もう少し広めていくようなことを考えたらどうで

しょうか。これは実施するにはいろいろ問題もあるし大変だと思いますが、検討してみ

る価値はあるのではないかという気がしております。

○石山部会長

高橋委員ありがとうございました。

サポーター養成講座修了している方のうち、任意でということになりましょうか、ペ

アといいますか何か組んでみるというご提案をいただいたかと思います。ありがとうご

ざいます。ほかいかがですか。菊池委員お願いいたします。

○菊池委員

認知症サポート養成、うちも大学の学生、大勢やっておりますが、とっただけで終わ

っておりまして、リーダー養成、実はリーダー、私もとったのですが、とっただけで終

わっておりまして、今の高橋委員のお話は大変興味深くお伺いいたしました。

ただ、うまくやるのには一手間要りそうということで、私もそのとおりだなと思って

お伺いしました。

ボランティアをやるときは、ご本人にその気持ちがあっても、あと一歩が踏み出しに

くいですよね。多分コーディネーターが必要なのかなと。つまり、やろうかなと思った

人が、何か困ったときとか、保険の申請まで自分でやれと言われると多分躊躇しますの

で。困ったら気軽に相談できる誰か、コーディネーターのような人がいてくださると、

「じゃあ、やってみようかな」となりそう気がしますので、先ほどの試験的な取組にア

イデアを加えていただけたらうれしいなと思って発言しました。

こういったことは、本当は、ケアコーディネーターは、本当はケアマネジャーさんの

お仕事として、実は介護保険前にオーストラリアに私おりました。そういった形でケア

コーディネーターをやっていたのです。ただ、ボランティア文化が全く違いますので難

しいかとは思いますが、ただ、コーディネーターの存在は、すごく不安でかかるときは

大きいですので、その辺を意識したサポートリーダーさんとの結びつきがうまくつくれ

ると、「中野モデル」ができるのではないかなと思ってお伺いしていました。
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○石山部会長

菊池委員ありがとうございました。

コーディネーターが必要だということですね。実際にとられた後に活躍の場を結びつ

けていくということなのですけれども、認知症の独居の方は、これから増えていきます。

今も多いのですけど、もっと増えていくことが予想されていて、むしろ、今後の高齢者

介護は認知症独居のケアと言ってもいいぐらいの状況になっていくと思います。

私の話になってしまいますけれども、今後の高齢者のケアマネジメントは、認知症独

居のケアマネジメントをどうするかという話になっていくので、それこそケアマネジャ

ーとか地域包括援センター、ケアマネジメントをどう行うかというところですが、日本

は、やはり介護保険発でやっているので、給付管理が発生する前提といいますか、そこ

から動いているのですけど、やはり海外は全部なのですよね。生活全体のコーディネー

トをするというのがケアマネジメントなので、日本のケアマネジメントは狭義になって

いるところ、独居の認知症はそれだけでは対応できないので、何かここのところをどう

するかという、それこそ「中野モデル」をとおっしゃったのですけど、今までの枠組み

を取っ払って考えるぐらいのことをしていかないと、恐らくこの移動支援のみならず認

知症独居の問題というのは、今後やっていけない状況は出てくるのではないかと思いま

す。では、宮原委員お願いいたします。

○宮原委員

部会長のお話であったところなのですけれども、子どもたちのケアマネジメントにも

ケアマネを使ってほしいなと思ったので、今の部会長のお話があったとおり、認知症の

ケアマネジメント、給付管理ではなくても、やはりそこにいるケアマネジャーたちだと

思いますが、そこは中野モデルとして、認知症の方とか子どもに関しては、中野区独自

のケアマネジメント補助があってもいいのかなと思いました。

あと、ここは移動支援についての議論なので、移動のほうにいきたいと思うのですけ

ど、たしか認知症カフェというのは、中野の場合は小学校区に１個、認知症カフェ、オ

レンジカフェをつくりましょうということで立ち上がったと思うのですけれども、統廃

合でどんどん小学校が減ってしまっているので、その小学校区が広くなっているのです

けど、実際、小学校区に１個、もしつくるのであれば、認知症サポーターと一緒に歩い

て行くとか、歩行器を使って歩いていくとかは可能なのかなと思うので、ぜひ、そこは

中野区へのお願いとしては、小学校の校長会とかにお話をしていただいて、小学校以外

に、オレンジカフェ、認知症カフェをつくってみませんかとやって、全校にできると、

小学校区に１個、すぐできるのかなと思うので、そういうのもありかなとちょっと思い

ました。

○石山部会長

大変心強いご意見をいただいたかと。ぜひ中野のほうでつくっていっていただきたい

と思いますし、認知症カフェについても、宮原さん自身もなさっている現場のご意見で

もあったかと思います。ありがとうございます。ほかいかがでしょうか。築田さんお願

いします。

○築田委員

移動支援のところではないので申し訳ないのですけど、やはり認知症のひとり暮らし

の方への支援が本当に多くて、しかも電気が止まっている、家賃が滞納になっている状

態からの発見というのが多くて、後見人が決まるまで、今、うちでも何人か緊急事務管
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理で、いろいろなお金を管理したり、手続を一緒にやったりという形で、本当に大変な

のですよね。電気が止まってから、実はおとといぐらいに止まっていたみたいなケース

もあったりとかして、認知症の方の見守りを、いろいろな機関というか、いろいろなと

ころとネットワークをつくるのに、中野区、私はちゃんと把握できていないのですけど、

ライフラインのところとネットワークの協定を結んで、こうなったときには連絡をとか、

ガスの検針で数が増えていなかったら連絡をとか、そういう連絡体制はどうなっている

のですか。そこでちょっと早めに介入したいなと感じるのですけれども。

○河村地域包括ケア推進課長

ご指摘いただきましたように、様々な業種の民間の事業所の皆様と包括協定は結ばせ

ていただいているところなので、それをもっと活用して、情報をいただいたりというこ

とはすぐできるかと思っております。

○築田委員

実際に連絡が入ったりしているのですか。あまり聞いたことがない。新聞とかも、新

聞自体とっている人が本当に減っているのですけど、中に押し込んで、結局、安否確認

で突入すると、中に新聞がバサバサ落ちていたりとか、あと結構回収していってしまう

のですよね。たまったら近所の人が心配してしまうからといって、新聞の配達業者さん

が回収してしまって、その連絡がどこにも入っていなかったというと、せっかく発見す

るツールがあったのにというのがあるので。昔よく、ヤクルトと協定を結んで、ヤクル

トの配達とか何かちょっとした物とか、見守りだよりとか、そういうツールを使っての

身守り体制、もう一歩進んで考えていかないといけないのではないか。「通いの場に来て

ください」というのは、やはりなかなか敷居が高いので。こっちから何か、さっきの見

守りの話とかにつながりますけれども、それこそ認知症サポーターさんが、やはりその

人を見守るというのはなかなか難しくて、あとで結構見守り協力員でやっているところ

も多いですけど、やはり見守ってほしい、見守りたいという人の手がなかなか挙がらな

いという課題がやはりどこもあるのですよね。なので、ヤクルトが届くとか、そういう

ほうがお願いしやすい、関りやすい。何かそういうのが、これからますます必要になっ

てくるのではないかなと感じます。

○石山部会長

ありがとうございました。

協定を結ばれているということなので、ぜひそこは活用していくということで。認知

症独居の方は、やはり発見したときどうしようもない状態というのは、どこの地域でも

共通していると思いますけれども、どうしようもない状態になってからというのは、本

当にいろいろなことが。多分、地域包括の方の大変さはそういうところから来ていると

思われますし、いかにして発見できるかという環境をつくっていくことが、恐らく認知

症独居の体制づくりなのですよね。自ら言えない、言わないところがあると思いますの

で、そういう意味では、発見していくということと相談できるということ、とても必要

だと思います。ありがとうございます。それでは丸本委員。

○丸本委員

質問になるのですけど、僕の認知症に対しての認識が、社会的に今、皆さんどうなっ

ているか分からないのですけど、今回の施策というか認知症の方で、「通いの場」があっ

ても、そこに１人で行くことが困難であるというケースが、まず行く場所が分からない

のか、行く道に迷ってしまって行けないのか。どういうケースに対して行くのが困難で
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あるというのを想定されて、議論してほしいというのが、今、これ議題として挙がって

いるのか。認知症の方、いろいろいらっしゃいます。病院に行きたいのかカフェに行き

たいのか。普通に買い物に行ったりしている方。ケースも枝分かれしてしまうと無数に

あると思うので、具体的にまず、こういうのに対して考えてほしいというのがあれば、

絞って考えられるのかなと思うので、今回議題として大きくなっているので、こんな感

じが具体例として検討していただきたいというのがあれば、一言お願いできればと思い

ます。

○河村地域包括ケア推進課長

ご質問ありがとうございます。

先ほど来お話に出ているように、独居の方の問題というのは大きいのかなと思ってい

て、やはり身近に家族の方とか支援をしてくださる方がいらっしゃれば、オレンジカフ

ェや支援拠点といった場に行ってくださるのかなと思うのですけれども、全くそういう

ことがない方、でも、ちょっと認知機能が低下していると思われる方の場合、様々な刺

激を受けていただいて進行を遅らせることも可能だと思われますので、ぜひ支援拠点に

行っていただきたいと思っています。支援者やご家族がいないような方の場合に、どう

いう手段で支援拠点につなげることができるかなということを考えているところでござ

います。

○丸本委員

ありがとうございます。

続けてよろしいですか。でしたら、結局、送迎ができる方、人材をいかに確保するか

というのが課題だと思うので、それこそ中野区モデルではないですけど、カフェだった

らカフェ担当。実際の方法で難しいのかもしれないですけど、集団で地域的に、子ども

の集団下校・登校ではないですけど、迎えに行って一緒に行く。「この時間に行くわよ」

というのをやったりとか。ここはグループリーダー的な方がいて迎えに行って、行きは

来てもらう。帰りは、帰り道ちゃんと帰れないと危ないから、施設の人とか運営してい

る方とかサポーターの方に頼んで一緒に送り届けるところまで。金銭的なとか時間の制

約とか人材とか難しいところがあると思うのですけど、いかにマンパワーを確保してい

くかの施策が大事なのかなと。

あとは、こちらの文書を見ている中で、僕は、認知症の方が外出しやすい環境という

ことで、うちも認知症の方がいらっしゃいますけど、ドア出たら右だっけ左だっけとか

いらっしゃるので。例えばその方が道端で疲れたりして休憩していたときに、夜間出て

しまう方もいると思うのですけど、昼間の時間帯に出るとなると、すれ違うのは割と子

どもだと思うのです。だから、小・中学生にサポーターまではいかなくても、例えばヘ

ルプマーク的なもの、その方がつけることを望むか嫌がるか分からないですけど、それ

だと、座って休んでいたら、「大丈夫ですか」と声をかけてあげられるようなのが、学校

の取組とかでもできたりだとか。うちは今、店舗の形で受けられていないですけど、子

ども１１０番の店舗とかあるので、「あそこのおばあちゃん、具合が悪そうなので、おじ

さん見てあげて」とか、お店屋さんの人だとかに声かけしてあげれば、その地域の子ど

もが下校中の時間とかにすれ違うときに声かけるというのも、今度、認知症に対しての

若い世代の理解だったりだとか、地域でのつながり、お店屋さんに入っていくというの

もそうですし。何かできると、長い目で見て中野区はよくなっていくとうれしいなと思

いました。僕も中野に住んでいますので。
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○石山部会長

丸本委員ありがとうございました。

共生の考え方ですよね。お子さんたちの力も借りようということで、むしろそうやっ

て関わっていくことが、未来の中野の人をつくっていくことにつながるのではないかと

いうお話でした。

先ほど、事務局から、この移動支援のことで独居の方を想定されているということで

したけれども、ＭＣＩから認知症も含めた形と考えると、それこそ誘い出し、そして「こ

の日ですよ、今日ですよ」みたいなこともリマインドしていくとか、では出かける準備、

そして移動というところに連続性がないと、移動だけだと成立しない可能性もあるので、

そこを含めて検討しないといけないのかなと感じておりました。

では、ほかいかがでしょうか。

○海老澤委員

なかなか医療的な知識が私はないものですから、認知症の方の早期発見の非常に重要

性をお話ししていただいて思いました。そうなった後に、独居の方ですと、医療面と財

産管理、こういう対応も非常に大事だということと、私の場合は社労士で、成年後見、

あと、認知症ではないのですけど、がんの方の社会復帰というか仕事と両立ということ

をやっております。その中で、やはり早期発見というところで、こういったサポーター

の、どういう受け皿というか、やはり専門の方が見て判定しなければいけないと思うの

で、そこのところの難しさをちょっと思うのですけど、やはりそういう場が身近にあれ

ば、よくなっていくのではないかなと思います。以上です。

○石山部会長

ご意見ありがとうございました。では、西村委員お願いします。

○西村委員

送迎については、先ほどご意見があったみたいに、学童の送り迎えを思い出すといい

のかなと。行くときはうれしくて、帰るときに子どもも迷うから、学童の先生がついて

いくというのがあるから、移動手段というのはそういうことかなとちょっと思ったりす

るのと、前回も申し上げたのですが、気づくのですね、私たちは。もうずっと長年来て

いる患者さん、あれ、最近、ついおととい同じことを言って、また同じ主訴で突然いら

っしゃると。おかしいなと思うときに、ご家族がいる方には、こういうことがありまし

たと電話するのです。でも、お１人の方はどこに連絡をしたらいいのか分からない。中

野区にはそういう窓口があるのですか。あったら、やはりそこに、私たちは、何か感じ

たら、区にお知らせしたらいいと思いますということを周知するお手伝いはできると思

います。

それから、早期発見ということの１つとしては、誰もが「なんかちょっともの忘れが

ひどくなって認知症かな」、でも、では認知症の実際の検査を受けてと言ったら、やはり

みんな躊躇するというのはあると思うのです。だから、最初の取っかかりとしては、も

の忘れと認知症は違うのよと。もの忘れになったときに、いろいろ人に話すこととか、

いろいろ解決策はありますよというような案内を、確かに区は出しているのですけど、

皆さんあまりよく知らないから、そういうのをもう少し力を入れてやるとか、あるのか

なと思い出しましたし、あとはヤクルトの話ではないですけど、やはり一番その家に行

くのは、郵便局の方だと思うのですよね。だから、いわゆるＪＰさんたちと区を結んで、

特に高齢で独居と分かっている方には、ただピンポンと押すということ、昔はそういう

のをしてはいけないとなってきましたけど、例えば東日本大震災ときも、「あそこにはお



20

ばあちゃん１人で住んでいるはず」とか、「あそこはたしか３人家族でみんな高齢者だっ

た」と知っているのは郵便局の方が多かったですね。そういう活用が果たして使えるの

かどうか分からないですが、ぜひ検討する１つにはしていただけたらと思います。

○石山部会長

ご意見ありがとうございます。

やはり医療機関、異変を感じたときに、どこに連絡をするのかというのが、地域包括

支援センターもそうだと思いますけれども、ご親族、ご家族に連絡するということの。

独居の人の支援に入るように包括には連絡すると思うのですけれども。独居の方のご

家族、ご親族というルートがないので、そこのところについては、区のサポートがある

のかというご意見であったかと思います。

そして、郵便局とか宅配の方とか、ものすごく知っていらっしゃるので、そのあたり

の活用についてもご意見をいただいたかと思います。ありがとうございます。

ほかいかがですか。

移動支援、こういうことに加えて、独居の認知症の方の支援という幅広のご意見もい

ただいているかと思いますけれども、いかがでしょうか。菊池委員お願いいたします。

○菊池委員

移動の議題から離れてしまっているかもしれないですけど、早期発見というところと

絡めて、先ほどいただいた資料４の、少しめくった６「認知症とともに暮らす地域あん

しん事業」の中で、もの忘れ検診というのがありますね。本当にもの忘れと認知症と区

別している。こういうのはすごく受診しやすいし、希望者の方が３，８８１人、すごい

なと思ったのですが、受診は２３２人でその後「受診を推奨」で終わっているのですけ

ど、実際にはなかなかつながりにくいのだなという現実も一方であるのだなというのを

ちょっと感じました。ただ、この取組は毎年されていくものなのかどうか、ぜひお聞か

せいただけたらと思いまして。

○河村地域包括ケア推進課長

ありがとうございます。

こちらは補助事業で３年間、区は持ち出しなしで実施ができるというものでございま

して、令和４年から実施をさせていただいているところです。今年２年目ということな

ので、３年実施をする前に、その後のことについては、評価をして検討してまいりたい

と考えてございます。

○菊池委員

そうかなと思ったので、ぜひと思ってご質問させていただきました。ありがとうござ

います。

○石山部会長

ありがとうございます。

補助事業の場合には、その後の継続性というところですね、一番気になるところでは

ございました。ありがとうございます。

いかがですか。

もうかなりご意見を出していただいたかと思います。

それでは、今日の議事については、全て議論をしていただいたところでございますけ

れども、今日の３つの議事以外に、何か委員の方々からご発言などございますでしょう
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か。いかがでしょうか。では、宮原委員お願いいたします。

○宮原委員

資料３－３が議論に出なかったのでお願いしたいのですけど、「おむつサービス」で

す。一番右側の、高齢者の利用者数２万１，２５５人のほとんどの方が反対すると思う

のですが、これ１億円以上使っているものですけど、おむつは無料で自宅に毎月配布さ

れてくるのですけれども、ほぼ山積みになっているのです。ケアマネジャーや訪問看護

が止めようとするのですが、本人は反対するのですよね。ただでもらえるからもらって

おきたい。山積みです。もう置き場所がなくなってくると、居宅の事業所や訪問看護所

に持ち込まれる、我々も邪魔なので廃棄するという、すごく無駄な１億円だなと思って。

多分利用者さんはほぼ反対すると思うのですけれども、無料で毎月送るではなくて費用

助成でいいのではないかなと常々思っていて。ヘルパーさんなりが買い物に行ってくれ

て、そのレシートで費用が出てくることのほうが、現実的には本当に使うものになるの

かなと常々思っていて。これは居宅の事業とか訪問看護師の方たちもやっていって、中

に居宅の方で、余ったおむつを持ち込まれてしまって邪魔なので、廃棄しないで、事業

所の前に並べてバザーみたいにして、「１個１００円で持っていって」とか、「ただで持

っていって」とかとやっている事業所もあるぐらい、本当に邪魔なのです、これ。

○西村委員

使わない理由は何ですか。

○宮原委員

使うことは使うのですけど、使う以上にもらっていて、止めてしまうともらえなくな

ると困るから、もらい続けていくという。ケアマネジャーが数を減らしましょう、１パ

ック減らしましょうと言っても、なかなか減らせないというのが現実なので、ちょっと

見直すのも必要かなと強く思います。

○高橋委員

今のは非常に大事な話だと思います。つまり、予算をつけて住民の役に立っていると

思って継続していて、もらっている人は続けてくれと言っているけれど、宮原委員やほ

かの現場の方々のおっしゃることは私はすごく衝撃でした。この予算はカットすべきで

すよ。ほかの区がどうやっていようが国が何と言おうが、そんなものはカットして現状

をはっきり区民の前で明らかにすればいいのです。ただし、実際に買っている人に対し

ては、補助することはあってもいいと思うけれど、現物のおむつを、使いもしない大量

に余して処理に困っている、廃棄しているなんてことは無駄の最たるものです。皆さん、

恥ずかしく思わなければいけませんよ。この現場の声を聞いてどう思いましたか。これ

は声を大にして、この部会で「やめよう」と意見をぶつけようではないですか。こうい

う費用の使い方をしているから予算が幾らあっても足りなくなってしまうのです。事実

を明らかにすれば、反対する人はいないと思います。以上です。

○石山部会長

ご意見ありがとうございました。海老澤委員どうぞ。

○海老澤委員

ほぼ４年ぐらい前ですけれども、これをもらっていたのですけど、やはり玄関前にダ

ンボールがボンと置かれて何だろうと思いながら、どんどんたまっていく。実際、種類
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とか何かあるのですけど、何かもう持ってくるお兄さんが段ボールをポンと置いて、ず

っと種類が変わらないなと思いながら。何かきめ細かいものではなかったなという印象

なのですけど、全然使っていないということもなくて、でも余ると。先ほどおっしゃっ

たとおりです。

○石山部会長

ありがとうございます。

大変重要な問題提起をいただいたと思います。世界中がＳＤＧｓという流れの中にあ

って、生産するところから、使って、最後のところまで責任を持つという時代に入って

いて、もちろん区の財源ということもありますし、国の方針としてもおむつの支給は縮

減していく方向性にあって、いかにして区民の理解を得ていくかということに、もう何

年もかけているかと思います。言ってみれば、もらった物を介護事業所に渡してしまえ

ばいいではなくて、もらったのであるならば、もらった人がきちんと責任を持って使い

切る責任を、区民１人１人に持っていただく。これＳＤＧｓの考え方だと思います。本

当に地球の貴重な資源を使っているおむつだと思うので、１つ１つを大事にしなければ

ならないですし、やはり税財源も投入されているものでもありますので。先ほど２００

円のお金を出すことも、月１，０００円のお金を出すことも大変だとおっしゃっている

区民の方もおられます。そうしたところにめり張りをつけて使っていけるようになるの

がいいと思います。もちろん、必要な方にはしっかりと補助をしていく。しかし、本当

に必要なのかということは吟味して、もらった物は自分で責任をとる。ほかの事業所が

受け取らないと言ったほうが、私はいいのではないかと思います。もらった物は自分で

処方をしてくださいとしていかない限りは終わらない。なかなかそういうふうに、パー

ンと一気に区の指定にはできませんけれども。非常に重要なおむつの問題でありました

し、ある意味、この予算というものは、今後一層厳しく日本はなっていきますので、ど

ういうふうに区民自身が考えてめり張りをつけて、福祉サービス、介護サービスを継続

していくかという問題提起であったと思います。ありがとうございます。

ほかはいかがでしょうか。では、丸本委員お願いいたします。

○丸本委員

今のおむつの予算と関連して、こういう場で意見が上がるほうがいいのか、すごく頑

張っている区議の人に働きかけて、委員会とかに出してもらうほうが実務的に動くのか。

あと、実際にこういう意見が上がったときに、区民としてはどう動いたほうが、実際は

変更があったりとか、いい改革ができるものなのでしょうか。お答えできれば、お願い

します。

○石山部会長

これは事務局に対してということでございましょうか。

○古本介護・高齢者支援課長

不要なおむつというのは、必要以上に受け取らないというふうに協力いただきたいと

思います。また、基準についても見直す必要というのは、今はここにあるように所得制

限があって、一定の所得以下の方に対してこういう給付を行っていますけど、制限の在

り方とか、不要なものは確かに、必要以上のものを受け取らないようにしていただく必

要があろうかと思いますので、また、現場の意見というのはよくお聞きをして、担当と

しても、どういうふうに改善できるか考えたいと思います。以上です。
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○宮原委員

申請の代行はケアマネがするし、地域包括もするのですけど、その後の変更は本人た

ちなわけですよね。お手伝いしますよ、もしできなかったら。そういうのでアドバイス

して、「２パックもらっているものを１個にしませんか、今月余っているから止めてもい

いのではないですか」と言いますけど、本人がやはり決めることなので、もらうとなる

ともらってしまう。

○石山部会長

幾つもの段階があるのですよね。申込み段階、それから継続段階、変更段階みたいな

ところがあって、考えていただくときに、職能として、これは受け取らないというのを

全員のルールにしてしまって、余った物については、もうどちらの事業所も受け取れま

せんよみたいなルールにして、それを説明すると、変更申請とか継続申請のときの１つ

の判断に、区民の方がなるのではないかなと思うのですね。そこはいかがですか。

○宮原委員

うちは受け取らないとやっているのですけど、玄関前に置いてあるのです。なぜか。

いつの間にか。

○石山部会長

持ってこられるのですか。だから、やはり使う責任というのを負っていただく。なの

で、やはりそれぞれがやれること、それこそ、おむつの申請をする書類に「必要なだけ

ご申請ください」とか、あるいはその仕組みそのものを変えることもそうですけど、な

かなか一気には難しいと思うので、必要なだけというのと、あと、区として事業所の方々

は受け取れないというルールにしたと、それをどこかに送っているのもちゃんとしたル

ール、ごみの処分以外のことをするのだったら不法投棄に該当しますとか、そういった

ことを書いて、言っていただいて、ご自分で判断していただくということも責任の範疇

ではないかと。私の個人的意見ですが、そう思います。

こういったこともぜひ議論ができるといいと思います。きっとそうではない、反対の

意見の方々もいらっしゃると思いますので、続けてほしいという意見もお聞きした上で

議論を重ねて、結論を出していくことであるかと思います。ありがとうございます。

○菊池委員

お疲れのところ大変恐縮ですが、資料の３－１の２ページにあります「短期集中予防

サービス」のところ。さっきお伺いすればよかったのですけれど、ディスカッションし

ていただきたい内容が絞られていましたので、ちょっと確認させてください。

訪問は有効であるということでありがたいなと、リハ職の１人として思いましたが、

実利用数、例えば令和４年、１５名で延べ実施が８５回ということは、１５でこれ割る

回数ぐらい、１人の人に訪問しているということですよね。かなりの回数かなと思いま

して。かなり利用回数の制限を設けている市町村が多いかと思うのですが、回数が本当

に合理的だったのかどうか。さっきのおむつの話と共通いたしますが、「やりたい」と言

えばいくらでも行ってしまうのだとすると、それは公平性にも問題がありますし、本当

に必要な人のところに行けているのかどうかというあたり、ちょっと疑問に感じたもの

ですから、数値から見えることで確認させていただけたらと思います。
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○古本介護・高齢者支援課長

１人当たり６回を限度にしていますので、１５名の方が最大６回まで使われて、延べ

８５回ということです。

○菊池委員

３カ月ぐらいということですかね。

○石山部会長

あとは皆様よろしいでしょうか。聞き残したこと、言い残したことはございませんか。

以上ですか。ありがとうございます。

それでは、これにて議事を終了させていただきたいと思いますが、最後に事務局から

事務連絡などございましたら、お願いいたします。

○古本介護・高齢者支援課長

車の駐車券のことでございます。本日、お車でお越しの方は、駐車券にスタンプを押

させていただきますので、お申し出をいただきたいと思います。よろしくお願いします。

○石山部会長

ありがとうございます。

次回の日程の確認でございます。第４回介護・高齢部会は、８月２日水曜日の同じ時

間、１９時から２１時でございます。皆様、ご予定のほど、どうぞよろしくお願いいた

します。きっとその頃は梅雨が明けています。皆様、どうぞお元気でお過ごしいただき

たいと思います。

それでは、以上をもちまして、本日、第３回介護・高齢部会を終了いたします。

誠にありがとうございました。お疲れさまでございました。

──了──


